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特
集

イ
ベ
ン
ト
情
報

キ
ラ
リ
健
康
ナ
ビ

子
育
て
ひ
ろ
ば

ま
な
び
す
と

図
書
室
通
信

暮
ら
し
の
情
報

お知らせ

広報とよやま　令和7年4月号
暮らしの情報

排
水
設
備
指
定
工
事
店
　
　
　

工
事
店
名
・
住
所
変
更

左
記
の
排
水
設
備
指
定
工
事
店
の
届
出
が

あ
り
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

下
水
道
に
接
続
す
る
た
め
の
宅
地
内
の
排

水
設
備
工
事
は
、指
定
工
事
店
で
な
け
れ
ば

行
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

▼
工
事
店
名
変
更

　
株
式
会
社
名
西
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン

（
旧
社
名　

株
式
会
社
名
西
ラ
イ
フ
ラ
イ

ン
北
名
古
屋
支
店
）　

▼
住
所
変
更

稲
沢
市
日
下
部
中
町
四
丁
目
83
番
地

（
旧
住
所　

北
名
古
屋
市
野
崎
乾
出
27
番

地
2
）

▼
問
合
せ　
建
設
課
下
水
道
グ
ル
ー
プ
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尾
張
東
部
火
葬
場
火
葬
料
金
の

申
請
者
範
囲
の
変
更

令
和
7
年
度
か
ら
火
葬
料
金
の
組
合
内

（
春
日
井
市
、小
牧
市
、豊
山
町
に
住
所
が
あ

る
人
）料
金
を
適
用
す
る
申
請
者
の
範
囲
を

親
族
か
ら
1
親
等
内
に
変
更
し
ま
す
。

詳
細
は
尾
張
東
部
聖
苑

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　
尾
張
東
部
火
葬
場
管
理
組
合
事
務
局　

 

83
・
5
0
0
1

住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置
状

況
調
査
と
取
付
支
援
の
ご
案
内

西
春
日
井
広
域
事
務
組
合
消
防
本
部
で

は
、豊
山
町
内
の
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設

置
状
況
を
把
握
し
、今
後
の
普
及
啓
発
や
既

に
住
宅
用
火
災
警
報
器
を
設
置
し
て
い
る
世

帯
に
適
切
な
維
持
管
理
の
広
報
を
行
う
た
め
、

4
月
1
日（
火
）〜
令
和
8
年
3
月
31
日（
火
）

の
間
に
無
作
為
抽
出
し
て
住
宅
防
火
訪
問
を

実
施
し
ま
す
。

訪
問
の
際
は
消
防
職
員
が
消
防
手
帳
を
掲

示
し
、身
分
証
明
を
明
ら
か
に
し
て
か
ら
行

い
ま
す
の
で
、御
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

ま
た
、住
宅
用
火
災
警
報
器
の
取
り
付
け

が
困
難
な
高
齢
者
や
障
が
い
者
世
帯
を
対
象

に
、消
防
職
員
が
直
接
住
民
の
皆
さ
ま
の
お

宅
を
訪
問
し
、設
置
の
お
手
伝
い
を
し
ま
す
。

▼
支
援
内
容　
申
込
者
が
保
有
す
る
住
宅
用

火
災
警
報
器
の
取
付
け
や
取
替
え
を
消
防

職
員
が
行
い
ま
す
。

※
住
宅
用
火
災
警
報
器
及
び
取
付
け
に
必
要

な
ネ
ジ
等
は
ご
自
身
で
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

▼
対
象
世
帯　

①
65
歳
以
上
の
方
の
み
の
世
帯

②
そ
の
他
取
付
け
支
援
が
必
要
で
あ
る
と
消

防
長
が
認
め
る
世
帯

▼
受
付・取
付
時
間　
平
日
午
前
9
時
~
午
後
4
時

▼
申
込
み・問
合
せ　
西
春
日
井
広
域
事
務

組
合
消
防
本
部
予
防
課
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下
水
道
の
供
用
区
域
を
拡
大
し
ま
す

3
月
31
日（
月
）か
ら
、青
山
地
区
の
下
水

道
の
供
用
区
域
を
左
図
の
と
お
り
拡
大
し
ま

す
。区
域
内
で
く
み
取
り
便
所
の
あ
る
ご
家

庭
は
3
年
以
内
に
、浄
化
槽
を
設
置
し
て
い

る
ご
家
庭
は
す
み
や
か
に
排
水
設
備
を
設
置

し
て
、下
水
道
へ
の
接
続
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
排
水
設
備
工
事
に
つ
い
て

宅
地
内
の
排
水
設
備
工
事
は
、必
要
な
技

術
を
習
得
し
て
い
る
町
指
定
の
工
事
店
に

依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。工
事
費
用
は
個
人

で
ご
負
担
い
た
だ
き
ま
す
。

▼
下
水
接
続
の
た
め
の
助
成
制
度

排
水
設
備
工
事
費
用
を
無
利
子
で
融
資
す

る
制
度
や
、接
続
の
際
に
不
要
と
な
る
合

併
処
理
浄
化
槽
を
雨
水
貯
留
施
設
に
転
用

す
る
費
用
の
一
部
を
補
助
す
る
制
度
が
あ

り
ま
す
。

▼
下
水
道
使
用
料

下
水
道
使
用
料
は
水
道
使
用
量
を
基
準
に

算
出
し
ま
す
。井
戸
水
な
ど
の
地
下
水
を

使
用
し
て
い
る
場
合
は
使
い
方
に
よ
っ
て

使
用
水
量
が
決
ま
り
ま
す
の
で
、お
問
合

せ
く
だ
さ
い
。

▼
下
水
道
使
用
料
の
支
払
い
方
法

使
用
料
は
水
道
料
金
と
一
緒
に
2
か
月
ご

と
に
口
座
振
替
な
ど
に
よ
り
納
め
て
い
た

だ
き
ま
す
。

▼
問
合
せ
　
建
設
課
下
水
道
グ
ル
ー
プ　
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